
令和３年３月●日 

各施設設置管理者 様 

千葉市バリアフリー基本構想推進協議会事務局 

（千葉市 都市局 都市部 交通政策課） 

 

地区別バリアフリー基本構想（稲毛地区）の策定に向けた 

事業者説明会の開催について（依頼） 

 

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

日頃から千葉市政にご協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

現在、本市では、バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律）に基づき、「千葉市バリアフリーマスタープラン」の策定手続きを行っており、今

年度中に策定する予定です。 

「千葉市バリアフリーマスタープラン」では、促進地区（22地区）及び全市的なバリア

フリー化を促進するための方針を定めています。令和 3 年度からは「JR/京成稲毛地区」

において、重点整備地区を設定し、具体的なバリアフリー化に向けた事業（以下、特定事

業）を位置付けた「地区別バリアフリー基本構想（稲毛地区）」を策定する予定としてい

ます。 

つきましては、本件に関する施設設置管理者様を対象とした説明会を開催しますので、

ご案内させていただきます。 

記 

１．開催の目的 

「地区別バリアフリー基本構想（稲毛地区）」では、生活関連経路・生活関連施設を

定め、バリアフリー化のために実施すべき特定事業を定めます。特定事業を設定した施

設設置管理者は、特定事業計画を作成し、それに基づき事業を推進していただきます。 

特定事業を設定した場合、実施義務が生じることとなるため、施設の実状に合わせて

実施可能な事業を設定いただくこととなります。このことから、特定事業の設定に向け

た手順や調整方法等について、説明会を開催致します。 

 

２．説明会の開催について 

日 時：令和３年●月●日（●）●時～●時 

場 所：●●●●●● 

出 欠：別紙の出欠連絡票にご記入のうえ、●月●日（●）までにご連絡ください。 

  

（案） 
参考資料２ 



＜参考：千葉市バリアフリーマスタープラン（抜粋）＞ 
別表 生活関連施設の設定の考え方 

施設種別 生活関連施設 

抽出ルール 

半径 500m 
圏内 

半径 500～ 
1km圏内 

半径 1km 
以上 

1 旅客施設 
鉄軌道駅（乗降客数 2,000人以上） ○ ○ × 

旅客船ターミナル ○ ○ × 

2 
公共施設 

（公益施設） 

市役所、区役所、市民センター等 ○ ○ × 

連絡所 ○ × × 

県庁 ○ ○ × 

警察署 ○ × × 

運転免許センター ○ ○ × 

法務局 ○ × × 

税務署 ○ × × 

県税事務所 ○ × × 

公共職業安定所[ハローワーク] ○ × × 

年金事務所 ○ × × 

郵便局 ○ ○(*1) × 

3 集会施設 

コミュニティセンター、 
勤労市民プラザ、公民館 

○ × × 

市民会館 ○ ○ × 

4 福祉施設 

高齢者施設（地域安心ケアセンター、いき
いきセンター・プラザ） 

○ × × 

障害者施設（障害者福祉センター、 
養護教育センター） 

○ × × 

障害者施設（療育センター） ○ ○ × 

子育て支援施設 
（地域子育て支援センター） 

○ × × 

社会福祉協議会 ○ × × 

5 
保健施設・ 

病院 

保健所、保健福祉センター ○ ○ × 

病院（病床数 20床以上） ○ × × 

総合病院（病床数 100床以上） ○ ○ × 

6 
文化・教養 
・教育施設 

生涯学習センター、青少年センター、 
文化会館（センター・プラザ・ホール）、科
学館、スポーツ施設 

○ × × 

図書館、博物館、美術館 ○ × × 

大学 ○ × × 

特別支援学校 ○ × × 

7 大規模店舗 
大規模小売店舗（2,000㎡以上） ○ × × 

大規模集客施設（10,000㎡超） ○ × × 

8 宿泊施設 客室数 50以上のホテル又は旅館 ○ × × 

9 都市公園 
地区公園 ○ × × 

都市基幹公園、大規模公園、特殊公園 ○ ○ × 

10 駐車場 路外駐車場（公共） ○ × × 

11 

― 

上記の生活関連施設に合致する 
従前の基本構想の目的施設 

○ ○ ○ 

12 
上記の生活関連施設のうち、生活関連経路
に出入口を接する施設 

○ ○ ○ 

*1：ゆうゆう窓口がある郵便局のみ   ○：対象、×：対象外 
※バリアフリー法の一部改正により建築物移動等円滑化基準への適合が義務付けられる特別特定建築
物に追加された「公立小中学校」については、地区の状況や各学校の実態を踏まえ、地区別基本構
想の策定時に生活関連施設への位置づけを検討します。  



【JR/京成稲毛地区 促進地区図】 

※令和 3 年度の重点整備地区の検討において、協議会等での意見を踏まえて生活関連施

設・生活関連経路を見直す可能性があります。 

 
 
【生活関連施設】 

種別 番号 施設名称 種別 番号 施設名称 

旅客施設 
 

JR稲毛駅 

保健施設 

・病院 

 稲毛病院 

 

京成稲毛駅  稲毛保健福祉センター 

 モノレール穴川駅 
 
独立行政法人 

放射線医学総合研究所 

公共施設 

 稲毛区役所 ※１ 

 千葉小仲台郵便局 文化・教養 

・教育施設 
 稲毛図書館 

 稲毛駅前郵便局  敬愛大学 

 稲毛市税出張所 ※１ 
大規模 

店舗 

 マルエツ稲毛店 

集会施設 
 小中台公民館  イオン稲毛店 

 稲毛公民館  ペリエ稲毛 

 穴川コミュニティセンター 都市公園  稲毛公園 

福祉施設 

 
子育てひろば・いなげ 

（稲毛保育園内） 

 
千葉市あんしんケアセンター小仲

台 

 千葉市あんしんケアセンター稲毛 

※は同一建物内 

  



３．千葉市バリアフリーマスタープランについて 

千葉市バリアフリーマスタープラン（全文）は、下記の URLからご覧になれます。 

【URL】http://www.●●● 

 

【お問い合わせ先】 

千葉市都市局都市部 交通政策課企画班 

担 当 ：勝地、岡田 

電 話 ：０４３(２４５)５３５１ 

ＦＡＸ ：０４３(２４５)５５６８ 

Ｅメール：kotsu.URU@city.chiba.lg.jp 

 

  



 

地区別バリアフリー基本構想（稲毛地区）の策定に向けた 

事業者説明会（令和３年●月●日（●）） 

 

出欠連絡票 

 

 

【出欠確認】出欠についてご回答ください。（いずれかに〇） 

 

出席する  ・  出席しない 

 

【ご出席の場合】 

事業者名  参加方法 

ふりがな 

出席者名 

 
 対面・オンライン（WEB） 

 

 
 対面・オンライン（WEB） 

 

※会場の都合により、各事業者様２名までのご参加とさせていただきます。 

 

【本件に関するご回答者】（市からご連絡する場合のご担当者） 

ふりがな 

氏名 

 

 

事業者名・所属  

事業者住所  

電話番号  

ＦＡＸ  

Ｅメールアドレス  

 

 

 

 

 


